
四半期レビュー基準（抄） 新旧対照表 

現 行 改訂案 

第一 四半期レビューの目的 

 四半期レビューの目的は、経営者の作成した四半期財務諸表に

ついて、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準

に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかったかどうかに関し、監査人が自ら入

手した証拠に基づいて判断した結果を結論として表明することに

ある。 

  四半期レビューにおける監査人の結論は、四半期財務諸表に重

要な虚偽の表示があるときに不適切な結論を表明するリスクを適

度な水準に抑えるために必要な手続を実施して表明されるもので

あるが、四半期レビューは、財務諸表には全体として重要な虚偽

の表示がないということについて合理的な保証を得るために実施

される年度の財務諸表の監査と同様の保証を得ることを目的とす

るものではない。 

第二 実施基準 

１・２ （略） 

 ３ 四半期レビュー手続 

監査人は、質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を

実施しなければならない。四半期レビュー手続は、経営者の作

成した四半期財務諸表について、一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、企業の財政状態、経営

成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった

第一 四半期レビューの目的 

 四半期レビューの目的は、経営者の作成した四半期財務諸表に

ついて、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準

に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な

点において認められなかったかどうかに関し、監査人が自ら入手

した証拠に基づいて判断した結果を結論として表明することにあ

る。 

  四半期レビューにおける監査人の結論は、四半期財務諸表に重

要な虚偽の表示があるときに不適切な結論を表明するリスクを適

度な水準に抑えるために必要な手続を実施して表明されるもので

あるが、四半期レビューは、財務諸表には全体として重要な虚偽

の表示がないということについて合理的な保証を得るために実施

される年度の財務諸表の監査と同様の保証を得ることを目的とす

るものではない。 

第二 実施基準 

１・２ （略） 

 ３ 四半期レビュー手続 

監査人は、質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を

実施しなければならない。四半期レビュー手続は、経営者の作

成した四半期財務諸表について、一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、企業の財政状態、経営

成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったか
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かどうかについての監査人の結論の基礎を与えるものでなけれ

ばならない。 

 ４～９ （略） 

 10 経営者からの書面による確認 

監査人は、適正な四半期財務諸表を作成する責任は経営者に

あること、四半期財務諸表を作成するための内部統制を整備及

び運用する責任は経営者にあること、四半期財務諸表の作成に

関する基本的な事項、経営者が採用した会計方針、経営者が四

半期レビューの実施に必要な資料をすべて提示したこと及び監

査人が必要と判断した事項について、経営者から書面をもって

確認しなければならない。 

 11・12 （略） 

第三 報告基準 

 １ 結論の表明 

監査人は、経営者の作成した四半期財務諸表について、一般

に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠し

て、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点

において認められなかったかどうかに関する結論を表明しなけ

ればならない。 

２ （略） 

３ 四半期レビュー報告書の記載 

監査人は、四半期レビュー報告書において、四半期レビュー

の対象、経営者の責任、監査人の責任、監査人の結論を明瞭か

つ簡潔にそれぞれを区分した上で、記載しなければならない。

ただし、結論を表明しない場合には、その旨を四半期レビュー

報告書に記載しなければならない。 

どうかについての監査人の結論の基礎を与えるものでなければ

ならない。 

 ４～９ （略） 

10 経営者からの書面による確認 

監査人は、適正な四半期財務諸表を作成する責任は経営者に

あること、四半期財務諸表を作成するための内部統制を整備及

び運用する責任は経営者にあること、四半期財務諸表の作成に

関する基本的な事項、経営者が採用した会計方針、経営者が四

半期レビューの実施に必要な資料を全て提示したこと及び監査

人が必要と判断した事項について、経営者から書面をもって確

認しなければならない。 

11・12 （略） 

第三 報告基準 

 １ 結論の表明 

監査人は、経営者の作成した四半期財務諸表について、一般

に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠し

て、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点に

おいて認められなかったかどうかに関する結論を表明しなけれ

ばならない。 

２ （略） 

３ 四半期レビュー報告書の記載 

監査人は、四半期レビュー報告書において、監査人の結論、

結論の根拠、経営者及び監査役等（監査役、監査役会、監査等

委員会又は監査委員会をいう。以下同じ。）の責任、監査人の責

任を明瞭かつ簡潔にそれぞれを区分した上で、記載しなければ

ならない。ただし、結論を表明しない場合には、その旨を四半



４ 結論の表明と追記情報との区別 

監査人は、四半期財務諸表の記載において強調する必要があ

る事項及び説明を付す必要がある事項を四半期レビュー報告書

において情報として追記する場合には、結論の表明とは明確に

区別しなければならない。 

５ 無限定の結論 

監査人は、経営者の作成した四半期財務諸表について、一般

に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠し

て、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点

において認められなかった場合には、その旨の結論（この場合

の結論を「無限定の結論」という）を表明しなければならない。

この場合には、四半期レビュー報告書に次の記載を行うものと

する。 

(1) 四半期レビューの対象 

四半期レビューの対象とした四半期財務諸表の範囲 

（新設） 

期レビュー報告書に記載しなければならない。 

４ 結論の表明と追記情報との区別 

監査人は、継続企業の前提に関する事項又は四半期財務諸表

の記載において強調する必要がある事項及び説明を付す必要が

ある事項を四半期レビュー報告書において情報として追記する

場合には、別に区分を設けて、結論の表明とは明確に区別しな

ければならない。 

５ 無限定の結論 

監査人は、経営者の作成した四半期財務諸表について、一般

に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠し

て、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点に

おいて認められなかった場合には、その旨の結論（この場合の

結論を「無限定の結論」という）を表明しなければならない。

この場合には、四半期レビュー報告書に次の記載を行うものと

する。 

(1) 監査人の結論 

四半期レビューの対象とした四半期財務諸表の範囲、及び

経営者の作成した四半期財務諸表が、一般に公正妥当と認め

られる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、企業の財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認めら

れなかったこと 

(2) 結論の根拠 

一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠



(2) 経営者の責任 

四半期財務諸表の作成責任は経営者にあること、四半期財

務諸表に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び

運用する責任は経営者にあること 

(3) 監査人の責任 

監査人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する

結論を表明することにあること 

一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行ったこと、四半期レビューは質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続からなり、年度の財

務諸表の監査に比べて限定的な手続となること、四半期レビ

ューの結果として入手した証拠が結論の表明の基礎を与える

ものであること 

(4) 監査人の結論 

経営者の作成した四半期財務諸表について、一般に公正妥

当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、企業

の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正

に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点にお

いて認められなかったこと 

して四半期レビューを行ったこと、四半期レビューの結果と

して入手した証拠が結論の表明の基礎を与えるものであるこ

と 

(3) 経営者及び監査役等の責任 

経営者には、四半期財務諸表の作成責任があること、四半

期財務諸表に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備

及び運用する責任があること、継続企業の前提に関する評価

を行い必要な開示を行う責任があること 

 監査役等には、財務報告プロセスを監視する責任があるこ

と 

(4) 監査人の責任 

監査人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにあること 

四半期レビューは質問、分析的手続その他の四半期レビュ

ー手続からなり、年度の財務諸表の監査に比べて限定的な手

続となること、継続企業の前提に関する経営者の評価を検討

すること、監査役等と適切な連携を図ること 

（削除） 



６ 結論に関する除外 

監査人は、経営者の作成した四半期財務諸表について、一般

に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠し

て、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が

認められ、その影響が無限定の結論を表明することができない

程度に重要ではあるものの、四半期財務諸表全体に対して否定

的結論を表明するほどではないと判断したときには、除外事項

を付した限定付結論を表明し、別に区分を設けて、修正すべき

事項及び可能であれば当該事項が四半期財務諸表に与える影響

を記載しなければならない。 

７ 否定的結論 

監査人は、経営者の作成した四半期財務諸表について、一般

に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠し

て、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が

認められる場合において、その影響が四半期財務諸表全体とし

て虚偽の表示に当たるとするほどに重要であると判断したとき

には、否定的結論を表明し、別に区分を設けて、その理由を記

載しなければならない。 

８ 四半期レビュー範囲の制約 

監査人は、重要な四半期レビュー手続を実施できなかったこ

とにより、無限定の結論を表明できない場合において、その影

響が四半期財務諸表全体に対する結論の表明ができないほどで

６ 結論に関する除外 

監査人は、経営者の作成した四半期財務諸表について、一般

に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠し

て、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が

認められ、その影響が無限定の結論を表明することができない

程度に重要ではあるものの、四半期財務諸表全体に対して否定

的結論を表明するほどではないと判断したときには、除外事項

を付した限定付結論を表明しなければならない。この場合には、

結論の根拠の区分に、修正すべき事項、可能であれば当該事項

が四半期財務諸表に与える影響及びこれらを踏まえて除外事項

を付した限定付結論とした理由を記載しなければならない。 

７ 否定的結論 

監査人は、経営者の作成した四半期財務諸表について、一般

に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠し

て、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が

認められる場合において、その影響が四半期財務諸表全体とし

て虚偽の表示に当たるとするほどに重要であると判断したとき

には、否定的結論を表明し、結論の根拠の区分に、その理由を

記載しなければならない。 

８ 四半期レビュー範囲の制約 

監査人は、重要な四半期レビュー手続を実施できなかったこ

とにより、無限定の結論を表明できない場合において、その影

響が四半期財務諸表全体に対する結論の表明ができないほどで



はないと判断したときは、除外事項を付した限定付結論を表明

しなければならない。この場合には、別に区分を設けて、実施

できなかった四半期レビュー手続及び当該事実が影響する事項

を記載しなければならない。 

９～11 （略） 

12 継続企業の前提 

監査人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れる場合には、次のとおり結論の表明及び四半期レビュー報告

書の記載を行わなければならない。 

（1）継続企業の前提に関する事項が四半期財務諸表に適切に

記載されていると判断して、無限定の結論を表明する場合

には、当該継続企業の前提に関する事項について四半期レ

ビュー報告書に追記しなければならない。 

（2） （略） 

13 （略） 

はないと判断したときは、除外事項を付した限定付結論を表明

しなければならない。この場合には、結論の根拠の区分に、実

施できなかった四半期レビュー手続、当該事実が影響する事項

及びこれらを踏まえて除外事項を付した限定付結論とした理由

を記載しなければならない。 

９～11 （略） 

12 継続企業の前提 

監査人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れる場合には、次のとおり結論の表明及び四半期レビュー報告

書の記載を行わなければならない。 

（1）継続企業の前提に関する事項が四半期財務諸表に適切に

記載されていると判断して、無限定の結論を表明する場合

には、当該継続企業の前提に関する事項について四半期レ

ビュー報告書に記載しなければならない。 

（2） （略） 

13 （略） 


